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Ⅰ．序論                                  

１．計画策定の趣旨 

女性がその個性と能力を十分に発揮し職業生活において活躍する社会を実現する

ことを目的として、平成 27 年 8 月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。）が令和 8 年３月３

１日までの 10 年間の時限立法として制定されました。 

この法律により地方公共団体は、特定事業主として女性活躍推進の取組を総合的・

効果的に実施できるよう「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務付けられ、本町

においては、平成 28 年度から令和 2 年度の 5 年間を計画期間とする「女性活躍推進

法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画（第一次）」を策定し、職業生活における

女性活躍に向けた各種施策に取り組んできました。 

本計画は、第一次計画期間の終了に伴い、計画の達成状況や課題などを検証したう

えで、今後さらなる女性の職業生活における活躍を推進するため、「第二次隠岐の島

町特定事業主行動計画」を策定しました。 

また、「第二次隠岐の島町特定事業主行動計画」の策定にあたっては、令和元年の

女性活躍推進法の改正に基づき、より実効性の高い行動計画になるよう、状況把握

項目の見直しや拡充等を行いました。 

 

２．次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画との関係 

急速な少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するため、次世代

を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的とした

「次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）」が制定されました。 

 この法律に基づき、本町では、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間を計画期

間とする「次世代育成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画」を

策定し、職員が仕事と家庭を両立させ、職場においてその能力を十分に発揮できる

働きやすい職場づくりに取り組んでいるところです。 

本計画と女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画は、子育てしやすい環境の

整備や超過勤務の縮減、休暇取得の促進など、取り組む内容が重なる内容もありま

すが、両計画ともに、全ての職員が仕事と家庭が両立できる職場環境づくりを目指

していることから、互いに連携を図りながら、それぞれの計画に取り組んでいくこ
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ととします。 

このことを踏まえ、「女性活躍推進法に基づく第二次特定事業主行動計画」の期間

は、「次世代育成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画」の計画期

間最終年と合わせて、令和６年度までの４年間とし、次期計画の策定時には、女性活

躍推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画と次世代育成支援対策推進法に基

づく隠岐の島町特定事業主行動計画を一体化した計画とする予定です。 

 

３．計画策定にあたっての横断的な視点 

(1)新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、雇用環境の悪化や DV の深刻化、固定的な

性別の役割分担意識に基づく家庭生活への負担増など、平時からの諸課題が顕在化

し、女性の生活に負の影響をもたらしています。一方で、男女ともに働き方の可能性

が広がるテレワークの拡大など、女性活躍社会の形成に向けた契機となり得る状況

があり、こうした社会変化を踏まえながら、感染拡大の状況に応じて弾力的に対応

していく必要があります。 

 

(2)性の多様性の尊重 

性的指向・性自認（性同一性）に関することについては、現在幅広く議論が行われ

ており、性別にかかわりなく誰もが、それぞれの個性と能力を発揮し対等に参画で

きる社会の実現に向けて、本計画においても性の多様性を尊重することが重要です。 

 

(3)SDＧs の推進 

隠岐の島町は、国際社会全体の目標である「持続可能な開発目標＝SDＧs」の「誰

一人取り残さない」という理念を共有しながら、施策に取り組んでいきます。ゴール

５「ジェンダー平等とすべての女性・女児のエンパワーメント」は、女性の活躍を推

進する本計画の施策の方向性とも重なっており、本計画の施策を着実に進めていく

ことが、SDＧs の推進につながるものと考えます。 
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Ⅱ．第一次行動計画の取組結果                        

１．女性職員の管理職登用 

(1)取組目的 

女性職員を管理職に積極的に登用します。 

(2)数値目標 

令和２年度末までに全管理職における女性の割合を２倍以上にします。 

（平 28 年度４月現在の女性管理職の割合３．７％） 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

■管理職に占める女性職員の割合  ( )は総数 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 １（２７） ３．７％ 

平成２９年度 １（２７） ３．７％ 

平成３０年度 １（２７） ３．７％ 

令和 元 年度 ２（２７） ７．４％ 

令和 ２ 年度 ２（２６） ７．７％ 

※数値は、年度ごとの４月１日現在のものです。 

 

 

 

 

 

【取組結果】 

令和２年度末の管理職の女性職員の割合は 7.7％となり、平成 28年度の

3.7％と比較して２倍以上となりました。 

【課題分析】 

目標値は達成したものの、管理職に占める女性職員の割合は依然として低い

状況にあります。 

今後は、人事評価制度の活用や各種研修の受講機会の提供、仕事と家庭が両立

できる職場環境を確保した上で、多様なポストへ女性職員を配置することによ

り、人材の育成を図り、女性職員の係長職や管理職への登用を積極的に進める必

要があります。 
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２．男性職員の子育て参加 

(1)取組目的 

男性職員も積極的に子育てに参加します。 

(2)数値目標 

令和２年度末までに出産補助休暇を取得する割合を 100％に、育児参加のための

休暇を取得する割合を 50％にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■男性職員の配偶者出産補助休暇取得率 ( )は対象者 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 ２（２） １００％  

平成２９年度 ０（１） ０％  

平成３０年度 ２（３） ６７％  

令和 元 年度 ２（４） ５０％  

令和 ２ 年度 ３（３） １００％  

※数値は、対象年度中に申請した職員数です。 

 

 

 

 

【取組結果】 

令和２年度の「出産補助休暇を取得する割合 100％」は、取得可能者３人すべ

てが取得したことにより達成しました。しかしながら、「育児参加のための休暇

を取得する割合 50％」は、取得者がおらず達成できませんでした。 

【課題分析】 

育児参加のための休暇を取得する割合が低い結果となった要因としては、管

理職をはじめ職員への休暇制度の周知不足や、男性職員の育児参加への意識不

足等が考えられます。 

今後は、積極的な育児参加に向けて、管理職員を対象とした研修の開催や、職

員に対して制度の周知を徹底するなど、休暇を取得しやすい職場環境を進めて

いく必要があります。 



5 

 

Ⅲ．第二次行動計画の取組内容                         

１．計画期間 

令和３年度から令和６年度までの４年間を第二次行動計画の実施期間とします。 

女性活躍推進法は平成２８年度から令和７年度までの時限立法ですが、「次世代育

成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画」の計画期間最終年と合

わせて、令和６年度までの４年間としました。 

また、次期計画の策定時には、女性活躍推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動

計画と次世代育成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画を一体化

した計画とする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

２．推進体制 

本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進していくために、「隠岐の島

町女性活躍に関する特定事業主行動計画推進委員会」を設置し、取組の実施状況等

について点検・評価を行い、必要に応じて見直しを図るＰＤＣＡサイクルを確立し

ます。 

また、点検・評価の結果については、全ての職員に周知し、全庁あげて目的達成に

向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

「次世代育成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動計画」 

計画期間：令和２年度～令和６年度（５年間） 

「女性活躍推進法に基づく第二次隠岐の島町特定事業主行動計画」 

計画期間：令和３年度～令和６年度（４年間） 

両計画を一体化した計画を策定 

計画期間：令和７年度～ 

●計画期間のイメージ図 

●
職
員
へ
の
周
知 

●
計
画
の
策
定 

 

●
点
検
・
評
価 

●
進
捗
状
況
の
公
表

●
計
画
の
見
直
し
※ 

 

●
計
画
の
実
行 

●推進体制のイメージ図 

※計画の見直しは必要に応じ行うこととします。 
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３．状況把握項目の設定 

行動計画を策定するための基礎となる「状況把握項目」について、令和元年の女性

活躍推進法の改正内容や内閣府の指針などを踏まえ、８の項目を設定します。 

同様に、数値目標については、状況把握項目を「職業生活における機会の提供に関

する項目」と「職業生活と家庭生活の両立に資する勤務環境の整備に関する項目」の

２区分に分類し、それぞれの区分から２項目に関する数値目標を設定することとし

ます。 
※詳細については、令和２年度３月版「女性活躍推進法特定事業主行動計画の策定等に関するガイドブック（内閣府男女

共同参画局）」を参考にした。 

 

区  分 状 況 把 握 事 項 目標値設定 

職業生活におけ

る機会の提供 
(１) セクシャル・ハラスメント等対策の整備状況  

(２) 採用した職員に占める女性職員の割合  

(３) 管理職に占める女性職員の割合 〇 

(４) 
各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及

びその伸び率 
〇 

職業生活と家庭

生活の両立に資

する勤務環境の

整備 

(１) 
職員の各月ごとの平均超過勤務時間及び超過勤務

の上限を超えた職員数 
 

(２) 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況 〇 

(３) 
男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための

休暇の取得率並びに合計取得日数の分布状況 
〇 

(４) 離職率の男女の差異及び離職者の年代別男女割合  
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４．状況把握項目の現状及び取組内容 

職業生活における機会の提供に関する項目  

 

 

 項目(1)  セクシャル・ハラスメント等対策の整備状況 

状況把握 ・相談窓口は設置（総務課職員係）しているものの、職員への周知

が十分とはいえない状況にあることから、相談に対しての対応方法

も含めたマニュアル等を整備する必要があります。 

・また、被害防止の観点で行う研修会なども積極的に行い、ハラス

メントについて、全ての職員が正しく理解する必要があります。 

取組内容 ・男女を問わず、ハラスメントの相談がしやすい体制を整備しま

す。 

・相談窓口担当者が相談を受けた後に適切な対応を取るための対

応マニュアル等を整備し、職員への周知の徹底を図ります。 

・多様な受講方法（オンライン参加等）による研修を随時実施し、

ハラスメントに対する職員の理解を深めます。 

目標値設定 － 
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 項目(2)  採用した職員に占める女性職員の割合 

状況把握 ・年度や職種により女性職員の割合は異なっていますが、直近５年

間の平均値は５０％（採用５４名に対し女性職員２７名）となって

おり、女性の人材確保は進んでいるものと考えられます。 

取組内容 ・女性の受験者数の拡大を図るため、女性が活躍できる職場である

ことを、広報誌やホームページ等で広く周知します。 

・アンコンシャス・バイアス（※）をできる限り取り除くため、採

用面接時の面接官に女性の登用を検討します。 

 

目標値設定 － 

※アンコンシャス・バイアス：過去の経験や周りの環境などから、自分自身では気付かないうちに身に着い
たものの見方や捉え方の偏り 

 

■採用した職員に占める女性職員の割合 ( )は採用総数 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 ７（１０）  ７０％  

平成２９年度 ４（ ９）  ４４％  

平成３０年度 ９（１４）  ６４％  

令和 元 年度 ５（１１）  ４５％  

令和 ２ 年度 ２（１０）  ２０％  

合  計 ２７（５４）  ５０％  

※数値は、年度ごとの４月１日に採用した職員数です。 

 

■応募者に占める女性職員の割合 ( )は応募総数 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 １３（３２） ４１％  

平成２９年度 １３（３６） ３６％  

平成３０年度 ２１（４６） ５１％  

令和 元 年度 １３（４１） ３２％  

令和 ２ 年度 ４（２５） １６％  

合  計 ６４（１８０）  ３６％  

 

 

※採用した職員は専門職を含みます。 

※応募者は専門職を含みます。 
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項目(3)   管理職に占める女性職員の割合 

状況把握 ・女性職員の割合は増加傾向にあるものの、管理職への女性の登用

は、いまだ十分とはいえない状況にあります。 

・人事評価制度等を効果的に活用し、能力主義と適材適所を基本と

しながら、女性職員の管理職への登用を積極的に進めていく必要が

あります。 

取組内容 ・能力主義と適材適所を基本としながら、これまで以上に女性職員

の管理職への登用を積極的に進めていきます。 

 

目標値設定 ・令和６年度までに、管理職における女性職員の割合を、令和２年

度の実績（７．７％）より７．３％以上引き上げ、１５％以上にし

ます。 

■管理職に占める女性職員の割合 ※再掲 ( )は総数 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 １（２７） ３．７％ 

平成２９年度 １（２７） ３．７％ 

平成３０年度 １（２７） ３．７％ 

令和 元 年度 ２（２７） ７．４％ 

令和 ２ 年度 ２（２６） ７．７％ 

※数値は、年度ごとの４月１日現在のものです。 

 

◎目標値 
 令和２年度 

実績 

令和６年度 

目標 

増減 

管理職に占める 

女性職員の割合 
７．７％ １５．０％ ＋７．３％ 
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 項目(4)  各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

状況把握 ・平成２８年度に比較して、課長級及び、一般職における女性職員

の割合は増加傾向にありますが、課長補佐・係長級の割合はわずか

に減少しています。 

・女性職員が配置されていない、もしくは少ない部署が散見される

ことから、初期キャリアにおいて、幅広い業務を担当できるような

人事配置が必要と考えられます。 

取組内容 ・能力主義と適材適所を基本としながら、これまで以上に女性職員

の係長・課長補佐・管理職への登用を積極的に進めていきます。 

・女性職員が、出産・子育てを経ながらキャリア形成を培うことが

できるような人員配置に努めます。 

目標値設定 ・令和６年度までに、課長補佐・係長級における女性職員の割合を、

令和２年度の実績（３４．４％）より５．６％以上引き上げ、４０％

以上にします。 

 

■各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 ( )は総数 

各役職 平成２８年度 令和２年度 ４年間の 

伸び率％ 人 数 割合 人 数 割合 

課 長 級 １（２７） ３．７％ ２（２６） ７．７％ ３．０ 

課長補佐・係長級 ２１（６０） ３５．０％ ２１（６１） ３４．４％ ▲０．６ 

一 般 職 ６９（１４９） ４６．３％ ７５（１５３） ４９．０％ ２．７ 

※現業職員は除いた正規の職員数です。 

 

◎目標値 
 令和２年度 

実績 

令和６年度 

目標 

増減 

課長補佐・係長職に占

める女性職員の割合 
３４．４％ ４０．０％ ＋５．６％ 
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職業生活と家庭生活の両立に資する勤務環境の整備に関する項目 

 項目(1)  職員の各月ごとの平均超過勤務時間及び超過勤務の上限を超えた職員数 

状況把握 ・職員一人あたりの月平均時間外勤務は全体で５．３時間となって

おり比較的少ない状況にあるものの、超過勤務の上限を超えた職員 

がいる部署が散見されます。（令和２年度は８月豪雨災害・役場新

庁舎への移転関連の業務が主な原因と考えられます。） 

・平均超過勤務時間が長い部署では、柔軟な働き方や年次休暇が取

りにくい職場環境に陥ることが懸念されます。 

取組内容 ・「次世代育成支援対策推進法に基づく隠岐の島町特定事業主行動

計画」に基づき各種取組を進めており、今後も様々な視点から超過

勤務時間の縮減を図っていきます。 

・常時における適正な人員配置及び、災害等の突発的に生じる事案

に対応できるよう柔軟な人員配置に努めます。 

・管理職が就業管理システム及びグループウェア等を活用して、所

属職員の業務状況やスケジュールを把握し、職場内の業務の平準化

を図ります。 

目標値設定 ― 

■職員の各月ごとの平均超過勤務時間及び超過勤務の上限を超えた職員数 

●全体（令和２年度） ※対象職員数 241 名（管理職を除く） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

平均時間数 ５ ４ ３ ３ ６ ６ ９ ６ ７ ４ ４ ７ ６４ｈ 

45 時間超え職員数 １ １ ０ ０ ６ ５ １２ ６ ５ １ １ ８ ４６人 

45 時間超職員数月平均時間 ６４ｈ 

 

平均時間数 7 6 ４ ３ 8 8 １3 8 9 5 6 10 ８７ｈ 

45 時間超え職員数 １ １ ０ ０ ６ ５ １２ ６ ５ １ １ ８ ４６人 

45 時間超職員数月平均時間 ６４ｈ 

 

平均時間数 １ １ １ １ 3 １ 3 ２ 4 2 1 ２ ２２ｈ 

45 時間超え職員数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０人 

45 時間超職員数月平均時間 ０ｈ 

 

平均時間数 １ １ ０ ０ ５ ２ ４ ４ １ ３ ２ ０ ２３ 

45 時間超え職員数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０人 

45 時間超職員数月平均時間 ０ｈ 

 
※令和２年度の本庁及び出先機関・施設の職員数については、役場新庁舎移転後の人

数を計上しています。 

●本庁（令和２年度） ※対象職員数 154 名（管理職を除く） 

●出先機関・施設（令和２年度） ※対象職員数 87 名（管理職を除く） 

●管理職（令和２年度） ※対象数 25 名（医師・派遣職員を除く） 
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項目(2)  男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況 

状況把握 ・男性職員が育児休暇を取得する割合は増加傾向にあるものの、取

得期間を含め十分とはいえない状況にあります。 

 

取組内容 ・男性職員の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象とした

意識改革や職場マネジメントに関する研修を実施します。 

・職員に対して育児休業の制度等について周知を徹底し、休暇を取

得しやすい職場づくりを推進します。 

目標値設定 ・令和６年度までに、男性職員の育児休業取得率を１００％にしま

す。 

■男女別の育児休業取得率 ( )は人数 

年 度 男 性 女 性 全体 

平成２８年度 ０％（０/３） １００％（１/１） ２５％（１/４） 

平成２９年度 ０％（０/１） ０％（０/０） ０％（０/１） 

平成３０年度 ０％（０/２） １００％（４/４） ６７％（４/６） 

令和 元 年度 ２５％（１/４） １００％（１/１） ４０％（２/５） 

令和 ２ 年度 ３３％（１/３） １００％（５/５） ７５％（６/８） 

※休暇取得の開始日の年度を基準とします。 

■男女別の育児休業取得期間の分布状況 （令和２年度） ( )は人数 

区分 男 性 女 性 

 

内 

 

 

訳 

半 

年 

未 

満 

２週間未満 １００％（１/１） ０％（０/０） 

２週間以上１月未満 ０％（０/０） ０％（０/０） 

１月以上半年未満 ０％（０/０） ０％（０/０） 

半年以上１年未満 ０％（０/０） ８０％（４/５） 

１年以上１年半未満 ０％（０/０） ２０％（１/５） 

１年半以上２年未満 ０％（０/０）   ０％（０/０） 

２年以上 ０％（０/０） ０％（０/０） 

※休暇取得の開始日の年度を基準とします。 

◎目標値 
 令和２年度 

実績 

令和６年度 

目標 

増減 

男性職員の 

育児休暇取得率 
３３％ １００％ ＋６７％ 
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項目(3)  男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率並びに合

計取得日数の分布状況 

状況把握 ・配偶者出産休暇を取得する割合は概ね高い傾向にあり、制度の活

用が定着してきていますが、取得した日数が短い状況が伺えます。 

・一方、育児参加のための休暇の取得率は５年間を通じて０％とな

っています。 

取組内容 ・男性職員が当然に配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を

取得できる職場環境となるよう、職場研修や制度の周知など積極的

に取組を進めます。 

目標値設定 ・毎年度、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の使用率を 

１００％にします。 

■男性職員の配偶者出産休暇の取得率        ■育児参加のための休暇の取得率 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 ２（２） １００％  

平成２９年度 ０（１） ０％  

平成３０年度 ２（３） ６７％  

令和 元 年度 ２（４） ５０％  

令和 ２ 年度 ３（３） １００％  

 

■男性職員の配偶者出産休暇取得日数の分布       ■育児参加のための休暇取得日数の分布 

区分 分布率 

１日 ６７％（２/３） 

２日 ０％（０/３） 

３日 ３３％（１/３） 

 

 

◎目標値 
 令和２年度 

実績 

令和６年度 

目標 

男性職員の配偶者出産休暇の使用率 １００％ １００％ 

育児参加のための休暇使用率   ０％ １００％ 

年 度 人 数 割 合 

平成２８年度 ０（２） ０％  

平成２９年度 ０（１） ０％  

平成３０年度 ０（３） ０％  

令和 元 年度 ０（４） ０％  

令和 ２ 年度 ０（３） ０％  

区分 分布率 

１日 ０％（０/３） 

２日以上５日未満 ０％（０/３） 

５日 ０％（０/３） 

※( )は対象者  ※休暇取得の開始日の年度を基準とします。 

※( )は対象者  ※休暇取得の開始日の年度を基準とします。 

※取得日数の分布は令和２年度の数値です。 

※男性職員の配偶者出産休暇：３日が上限  ※育児参加のための休暇：５日が上限 
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項目(4)  離職率の男女の差異及び離職者の年代別男女割合 

状況把握 ・離職率は女性職員が若干高いものの、男性職員との極端な差異は

認められません。 

・年代別では、男性・女性職員ともに５０歳代の離職が多くなって

います。 

 

取組内容 ・健康状態や介護等を理由とした離職者がみられることから、各種

休暇制度の活用を促すとともに、家庭の事情等にあわせた人員配置

に努めます。 

 

目標値設定 ― 

 

■離職率の男女の差異 

年 度 職員数 離職者数 離職率 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

平成２８年度 １５８ １０９ ２６７ １ １ ２ ０．６ ０．９ ０．７ 

平成２９年度 １５７ １１２ ２６９ １ １ ２ ０．６ ０．９ ０．７ 

平成３０年度 １５２ １１５ ２６７ １ １ ２ ０．７ ０．７ ０．７ 

令和 元 年度 １５２ １１４ ２６６ １ ２ ３ ０．７ １．８ １．１ 

令和 ２ 年度 １５５ １１２ ２６７ ２ １ ３ １．３ ０．９ １．１ 

※職員数は診療所の医師を除きます。 

■離職者の年代別男女割合（平成２８年度から令和２年度） ( )は人数 

年 度 離職率 

男性 女性 

３０歳以下 ０％（０/６） ０％（０/６） 

３０歳～３９歳 ０％（０/６） １７％（１/６） 

４０歳～４９歳 １７％（１/６） ０％（０/６） 

５０歳以上 ８３％（５/６） ８３％（５/６） 

※職員数は診療所の医師を除く、平成２８年度から令和２年度の平均値としています。 
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５．進捗状況の公表 

女性活躍推進法第１９条及び第２１条の規定に基づき、「数値目標を設定した項目

の進捗状況」及び「取組の実績」を隠岐の島町ホームページ等で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


